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◇日 時   ９月２７日（月）１９:３０～２１：３０ 

◇場 所   振興会 会議室・オンライン(Ｚｏｏｍ) 

◇出席者   小松部長、大久保、小鳥居、渡邊副部長、大木監事、川嵜代表(青年中央会) 

輿石委員長(特別委員会) 

◇審議内容   １) 各委員会で話し合った内容など 

       ２) リモートで出来ること・出来ないこと 

       ３) 今年度やらなければならないこと 

       ４) その他 

 

〓お知らせ〓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」 ９月分当選発表 

事業場 認証 支部 事業場 認証 支部

サトー自動車 1019 甲府西 前沢自動車工業 749 南アルプス北

三友自動車工業（有） 15 甲府南 八田自動車整備工場 760 南アルプス北

（有）アユザワ自動車 127 甲府南 （有）花輪 331 市川

（株）キリン自動車 411 甲府南 河野自動車整備工場 963 市川

（有）大久保自動車工業 983 甲府南 御坂自動車修理工場 165 東八

青木自動車商会 407 甲府北 石川自動車整備工場 377 東八

東洋モータース(株) 972 甲府北 雨宮自動車整備工場 790 東八

末木モータース 431 峡北 小澤自動車工業 931 東八

（有）輿石自動車工業 665 韮崎 長田自動車整備工場 941 東八

清水自動車工業 1052 韮崎 （株）田辺自動車 113 塩山

ヤザキオート 1151 韮崎 福田オート 447 塩山

新津モータース 413 南アルプス南 塩山車検センター協同組合 987 塩山

早川自動車整備工場 418 南アルプス南 羽中田自動車工場 162 岳麓

（有）山口自動車 115 南アルプス北 杉林モータース 786 都留

（株）高野 725 南アルプス北 宝オートサービス 1140 都留

ＡＭＳ山梨青年部の活動について 

正 副 部 長 会 議  
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９月、１０月の２ヶ月間を重点期間として全国的に展開される「自動車点検整備推進運動」に

あわせて、「点検整備推進Ｗｅｂキャンペーン」を下記の通り実施しています。 

 

記 

 

◇目  的 自動車ユーザーに点検・整備の必要性や重要性を理解してもらい、自動車の保守管理

意識の高揚を図る。 

◇期  間 令和３年１０月１日（金）～１０月３１日（日） 

◇主  催 一般社団法人山梨県自動車整備振興会 

      山梨県自動車整備商工組合 

◇後  援 関東運輸局山梨運輸支局 

◇実施方法 ・ウェブサイトを活用したユーザー参加型の広報活動を展開し入庫促進を図る。 

       ・日整連作成のチラシ「鈴木さんと佐藤くんのもっと！知って納得！安心車検！」を

読んでいただき、定期点検整備の重要性を訴求する。 

      ・山梨県在住の方を対象にチラシの内容に関するクイズに正解することで、豪華賞品

が当たる抽選に応募できるキャンペーンを実施。 

      ・キャンペーン特設Ｗｅｂサイトを設置しキャンペーンの詳細を掲載。 

◇告知方法 新聞広告 Ｗｅｂ広告（Ｙａｈｏｏ！／ＹｏｕＴｕｂｅ等） 

◇応募方法 クイズの解答はＷｅｂによる応募、お問い合わせについてはメールにより受付。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月２日（土）山梨日日新聞 掲載 

令和３年度「点検整備推進Ｗｅｂキャンペーン」実施について 



 4

 

 

 

  

  自動車点検基準の一部改正（令和２年２月６日公布）に伴い、本年１０月１日より、１年ごと

の法定定期点検に「車載式故障診断装置の診断の結果」の点検項目が追加されることはご承知の

とおりですが、今般、一般社団法人日本自動車工業会（自工会）より、保安基準で定められた警

告灯（自動車メーカー共通）に加え、自動車メーカーより意匠が異なる「自動命令型操舵機能」、

「衝突被害軽減制動制御装置」の警告灯（例）の提供がありましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１０月施行「点検基準の改正」に係る 

点検の対象となる警告灯について 
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４ページ掲載の「令和３年１０月施行「点検基準の改正」に係る点検の対象となる警告灯について」の

内容のとおり、自動車点検基準の一部が改正され、大型特殊自動車、被牽引自動車及び小型二輪自動

車を除く自動車を対象として令和 3 年 10 月 1 日から「ＯＢＤ（車載式故障診断装置）の診断の結果」が追

加されて 1 年（12 ヶ月）ごとに点検することが義務化されます。 

これに伴い、令和３年１０月１日以降は、お手持ちの記録簿（使用途中の記録簿綴り）を引き続き使用

する場合、「その他の点検・整備項目等」の欄に「ＯＢＤの診断の結果」を追記し、対象車両につきまして

は、点検を行って下記の記載例を参考に記録簿を記載してください。 

 

〈持込車検用記録簿〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈指定整備記録簿〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇点検の対象となる車両 

以下に掲載されている識別表示（警告灯）を備えるすべての自動車 

（但し、大型特殊自動車、被牽引自動車及び小型二輪自動車を除く） 

【参考：診断対象となる識別表示（警告灯）の例】 

 

 

 

 

 

※自動命令型操舵機能、衝突被害軽減制動制御装置及び自動運行装置に係る識別表示（警告灯）の対象車種は 

国土交通省 HP に掲載されている自動車で、自動車メーカー等の作成する整備要領書等を確認する。 

自動車点検基準の一部改正に係る点検について 

「ＯＢＤ（車載式故障診断装置）の診断の結果」の追加 



 7

◇点検の方法 

 【スキャンツールを用いる場合】 

   スキャンツールの接続部を車載式故障診断装置と接続して診断の結果を読み取ることにより点検 

する。 

 

 【識別表示を用いる場合】 

   イグニッション電源をオンにした状態で診断の対象となる識別表示が点灯することを確認し、原動 

機を始動させる。そして、診断の対象となる識別表示（参考）が点灯又は点滅し続けないかを目視に

より点検する。 

但し、自動車メーカー等の作成するユーザーマニュアル等により点検を行うこととされている場合 

は、その方法により点検する。 

 

◇整備の実施方法 

  点検の対象となる警告灯が点灯又は点滅し続けている場合は、スキャンツール等を使用してその 

原因となる故障箇所を特定し、少なくとっも整備作業が適切に完了しなくなる恐れがある作業につい 

ては自動車メーカー等の作成する整備要領書に基づいて整備を行う。 

 

◇点検実施結果及び整備作業実施結果の記載例 

 

記載例 1：点検の結果、良好であった場合 

 

 

 

 

 

 

 

記載例２：ＯＢＤの診断の結果を点検し、衝突被害軽減制動制御装置のカメラを交換し、エーミング作

業を行った場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例３：ＯＢＤの診断の結果を点検し、衝突被害軽減制動制御装置のカメラのボルトを増し締めし、

エーミング作業を行った場合 
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令和４年１月１日以降に１２ヶ月点検、２４か月点検及び新車の納車整備を行った自家用乗用車

には、令和５年用点検整備済ステッカーを貼付することになります。 

 １１月末より販売予定の令和５年用ステッカーは、整備事業者等が前面ガラスに貼付できる期間

は、令和５年９月３０日までと指定されておりますので、購入時にはご注意下さい。 

また、点検整備済みステッカーの出納等については、今後も厳正な管理をお願いいたします。 

参考  ｢令和５年用点検整備済ステッカー｣は、令和４年１月１日以降に自家用乗用車、令和４年

７月１日以降に自家用貨物車、令和４年１０月１日以降に事業用貨物車等に貼付します

が、詳細は自動車点検基準をご参照下さい。 

 

 

 

 

 

現在振興会・商工組合からの情報は、会報とホームページで提供しておりますが、会員の皆様の

携帯電話へメールで、研修・講習などの日程やその他お知らせを配信するサービスを開始しました。

「受講を忘れていた」や「受講日を知らなかった」などを防げるサービスです。 

お申し込みは、次のとおり簡単でスピーディーに登録できますので、是非ご利用下さい。 

なお、ガラケー・スマートフォン、どちらでもご利用できます。 

 

登録の手順 

①携帯電話から下のＱＲコードを読み取るとメール作成画面に切り替わり、宛先に空メール用のメ

ールアドレスが自動的に挿入されます。そのアドレスに空メールを送信します。 

②本登録用アドレスが記載されたメールが返ってきますので、本登録用アドレスにアクセスし必要

事項を入力して登録します。 

③登録が完了しサーバーにリスト化され、登録完了メールが届きます。 

登録完了メール以降、随時、携帯電話へ各種情報がメール配信されます。 

（タイトルが表示されない機種もあります。） 

 

※なお、メールが届かない場合は、携帯電話のメール受信設定等をご確認下さい。 

（例：迷惑メールフィルター・メール拒否設定など） 

 

配信情報の例 

１．整備主任者（法令）研修 

２．整備主任者（技術）研修 

３．検査員研修 

４．検査員教習 

５．技術講習所案内 

６．各種研修会（スキャンツール・ウインチ運転者・ 

ハイブリッド・ＥＶ車整備） 

７．ひき逃げ交通事故等の捜査に関する情報提供 

８. 商工組合商品 

 

令和５年用点検整備済ステッカー貼付のお知らせ 

携帯メールを利用した情報配信サービスをご利用ください 
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標記「整備需要等の動向調査」の結果がまとまりましたので、概要をお知らせします。 

  

１．目的 

本調査は、自動車整備事業場における整備需要等の動向について、直近の６ヶ月間における業績及び向

こう６ヶ月間の業績予想を把握することにより、自動車整備業界の発展に資するために平成８年７月から半

年毎に実施しているものである。 

２．調査時期及び調査地区 

・ 調査時期 ： 令和３年７月 

・ 調査地区 ： 全国 

３． 調査対象及び回収数 

・ 調査対象 ： 専業の認証    （回収数    ２５０） 

： 専業の指定    （回収数    ４１２） 

： ディーラーの指定（回収数    ３１７） 

                       回収合計  ９７９ 

４．調査結果の概要 

１．今期（令和３年１月～６月期）は令和３年７月時点の調査であり、経済指標は次の通り 

○ＧＤＰ成長率（四半期別、１次速報値、R3.8.16 内閣府発表） 

・実質ＧＤＰ成長率は、１～３ 月期が▲0.9％、４～６ 月期が＋0.3％ 

・名目ＧＤＰ成長率は、１～３ 月期が▲1.0％、４～６ 月期が＋0.1％ 

○家計調査（総世帯、令和３年第１～２四半期、対前年同期比） 

消費支出(家計全体)・・・・・・・・・ ＋２．０％ 

自動車等部品・関連用品・・・・・・ ＋１３．０％ 

自動車整備費・・・・・・・・・・・・ ＋６．０％ 

○景気動向指数（ＣＩ一致指数） 

「下げ止まり」（R2.8～12)→「上方への局面変化」（R3.1～2）→「改善」（R3.3～6） 

 

２．今期の総整備売上高ＤＩ、総入庫台数ＤＩはいずれも 2 期連続で改善、上げ幅は最大 

○今期の総整備売上高ＤＩはプラス２．２となり、前回のマイナス３７．９から、４０．１ポイントと大幅に上昇した。

総整備売上高ＤＩがプラスに転じたのは平成２９年７月以来４年ぶりで、上げ幅は過去最大である。一方、

総入庫台数ＤＩはマイナス３．５となり、前回のマイナス４２．７から３９．２ポイント上昇、こちらも過去最大の

上げ幅となった。 

○総整備売上高ＤＩ、総入庫台数ＤＩとも全業態で上昇しているが、中でもディーラーの伸びが著しく、両ＤＩ

とも唯一プラスに転じている。 

○令和３年１～６月の継続検査台数（登録車＋軽自動車）が前年同期比で７．３％増加したこと、自動車整

備費や自動車等部品・関連用品への家計支出額が増加したこと（総務省家計調査）などが、総整備売上

高ＤＩや総入庫台数ＤＩの改善につながったものと考えられる。令和３年１月に２回目となる緊急事態宣言

が発令されたが、適用地域が最大１１都府県であったこと、自粛要請対象となる業種が絞り込まれていた

ことなどから、影響は限定的であったと思われる。 

 

 

 

 

第５１回「整備需要等の動向調査」結果の概要について 
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３．来期（令和３年７月～１２月）の業績予想は、総整備売上高ＤＩ、総入庫台数ＤＩはいずれも上昇 

○来期の予想総整備売上高ＤＩはマイナス１６.３となり、前回のマイナス３８．９から、２２．６ポイント上昇した。

一方、予想総入庫台数ＤＩは、マイナス１７．９となり、前回のマイナス４２．０から、２４．１ポイント上昇した。 

○いずれの業態も、予想総整備売上高ＤＩ、予想総入庫台数ＤＩの改善が予想され、業態間における上げ

幅のバラツキが少ないのが特徴である。 

 

４．整備業界全体の景況感ＤＩは２期連続で改善、調査開始以来最良 

   業界全体の景況感ＤＩは、前回調査よりも２０．８ポイント改善してマイナス４３．０となった。但し、「最良」

とはいえ依然マイナス圏内にあり、専業の半数以上は「景気が悪い」と感じている。 

 

５．整備士の過不足ＤＩはマイナス５７．０、募集経路はハローワークが最多 

   令和３年６月末における整備士（労働力）の過不足ＤＩはマイナス５７．０、業態別ではディーラーの不

足感が強い。一方、今期中に整備士の求人募集を実際に行った事業場は５２．４％、業態別では、不足

感を強く感じているディーラーの募集実績が高くなっている。 

募集経路は、ハローワークが３８．３％と最も多く、複数経路を併用している事業場もある。 

 

 

 

 

 

 

認証工場を対象とする標記定期校正を、通達に基づき下記により実施致します。 

また、該当支部の事業場（認証工場）には追ってご案内いたしますが、あらかじめご承知置き下さい。 

 

支  部 実  施  日  実 施 場 所  時   間 

東    八 令和 4 年 1 月 18 日（火） 
 

振 興 会  実 習 場 
 

9：00～16：00 

東    八  1 月 19 日（水） 
 

振 興 会  実 習 場 
 

9：00～16：00 

東    八  1 月 21 日（金） 
 

振 興 会  実 習 場 
 

9：00～16：00 

甲 府 東  1 月 26 日（水） 
 

振 興 会  実 習 場 
 

9：00～16：00 

南巨摩南  2 月 2 日（水） 
 

各 事 業 場 巡 回 
 

10：00～16：00 

上 野 原  2 月 16 日（水） 
 

各 事 業 場 巡 回 
 

10：30～15：00 

 

 

 

令和３年度 ＣＯ・ＨＣ測定器定期校正の実施計画について 
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衝突被害軽減ブレーキ等の自動運転技術については、近年、軽自動車を含む幅広い車両への搭

載が進んでおります。これらの技術は、交通事故の防止に大きな効果が期待される一方、故障時

には誤作動等により事故につながる恐れがあることから、使用時においても、確実に機能維持を

図ることが重要です。 

このため、下図のスケジュール及び流れで自動車の検査（車検）において、自動ブレーキ等の

自動運転技術等に用いる電子制御装置の目に見えない故障に対応するための電子的な検査（ＯＢ

Ｄ検査）を開始することとしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＢＤ検査の概要について 
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国土交通省及び独立行政法人自動車技術総合機構より、令和３年１０月１日より以下の通り自動

車の検査の際に支払う法定手数料が変更となる旨、通知がありましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車検査の法定手数料変更のお知らせ 
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整備事業者がリコール情報を確認する方法として、各自動車メーカーのホームページにアクセス

し、車台番号等を入力することにより行っていますが、車両により異なるホームページにアクセス

しなければならないなど煩雑であることから、国土交通省並びに日本自動車整備振興会連合会（日

整連）ではリコール検索システムを展開しております。 

 入庫車両のリコール状況を確認する手段として標記検索システムのご利用をお勧めします。 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                   

①振興会ホームページ会員ページへ             ②「国土交通省リコール情報」 

 （ユーザー名 ams  パスワード amskaiin）            ボタンをクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「リコール情報検索」ボタンをクリックし、 

  検索画面で車名、型式、届出日等を入力し 

  「検索」ボタンをクリック 

 

リコール検索システム（国土交通省） (振興会ホームページからリンク) 

リコール検索システムをご利用ください 
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①日整連ホームページ下段へ 

 

 

②「リコール情報検索」ボタンをクリック 

 

 

 

 

③メーカーを選択し、車台番号全桁を半角 

 大文字で入力し、「検索する」ボタンを 

 クリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リコール検索システム（日整連） https://www.jaspa.or.jp/ 
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山梨運輸支局より 

 

 

 

標記について、関東運輸局山梨運輸支局長から通知がありましたので、お知らせします。 

１．整備管理者とは  

一定台数以上のバス、大型トラック又は事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使

用の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、自動車

の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させなければなりません。 

 

２．整備管理者の選任が必要な自動車使用者 

整備管理者の選任が必要な使用の本拠は、次表のとおりです。 

事業の種類 自動車の種類 
選任が必要となる台数 

（使用の本拠ごと） 

事業用 

（貨物軽自動車運送事業 

用自動車を除く。） 

〇バス 

（乗車定員１１人以上の自動車） 
１台以上 

〇トラック、タクシー 

（乗車定員１０人以下の自動車） 
５台以上 

自家用 

〇バス 

（乗車定員１１人以上の自動車） 

乗車定員３０人以上の自動車

の場合は１台以上 

乗車定員１１人以上２９人以

下の自動車の場合は２台以上 

〇大型トラック等 

（車両総重量８トン以上） 
５台以上 

レンタカー 

〇バス 

（乗車定員１１人以上の自動車） 
１台以上 

〇大型トラック等 

（車両総重量８トン以上） 
５台以上 

〇その他の自動車 １０台以上 

貨物軽自動車運送事業用

自動車 
〇軽自動車又は小型二輪自動車 １０台以上 

 

３. 実施日 

（第１回）令和３年 １０月 ８日（金） 

（第２回）令和３年 １０月１１日（月） 

（第３回）令和３年 １１月１０日（水） 

（第４回）令和４年  １月１８日（火） 

（第５回）令和４年  １月１９日（水） 

（第６回）令和４年  ２月１６日（水） 

（第７回）令和４年  ３月１６日（水） 

  ※ 新型コロナウイルスの影響により開催が中止になる可能性があります。 

 

令和３年度下半期整備管理者選任前研修の実施について 
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４．時間（各実施日共通） 

受付時間 １３：００～１３：３０   研修時間 １３：３０～１５：４０ 

５．会場 

山梨運輸支局 ２階会議室（定員 １３名）（山梨県笛吹市石和町唐柏１０００－９） 

 

６．受講対象者 

整備管理者として選任を予定されている方。 

山梨県在住または在勤の方に限る。 

  （県内限定の解除をした場合は支局ＨＰでお知らせします。） 

また、過去２週間以内に発熱や風邪症状や服薬等がないこと。 

  研修当日は体温測定を行い測定結果及び健康状態を申し出ること。 

※次の条件の方は受講する必要がありません。 

   ・過去に整備管理者選任前研修を受講し修了証を受領した方。 

   ・自動車整備士の資格をお持ちの方。 

 

７．申込方法 

   研修実施日の１週間前まで（必着）に「整備管理者選任前研修受講申込書」（山梨運輸支局

ＨＰ）を作成の上、下記の申込先へＦＡＸして下さい。 

（※当日の申し込みは受理できません。） 

なお、定員を超えた場合は、受講日変更の通知を致します。 

 

８．申込先  山梨運輸支局 保安担当 ＦＡＸ  ０５５－２６３－１４１８ 

（ＴＥＬ ０５５－２６１－０８８２） 

９．受講料    無料 

 

１０．携行品 ①運転免許証等本人確認ができるもの 

②筆記用具 

 

１１.その他  ①研修当日は体温測定を行い測定結果及び健康状態を申し出ること。 

            ②研修中はマスク着用をお願いします。 

            ③窓を開放して研修を開催するため熱中症又は防寒対策をお願いします。 

④指示に従わない場合は受講をお断りさせて頂く場合があります。 

 

※ 山梨運輸支局ホームページ（整備管理者関係） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_yamanasi/seibi_about.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


